
明治大学学位規程 

 

昭和３３年３月２８日制定 

昭 和 ３ ３ 年 規 程 第 ８ 号 

 

（目的） 

第１条 この規程は，明治大学（以下「本大学」という。）が授与する学位

に関し，必要な事項を定めることを目的とする。 

（学位） 

第２条 本大学が授与する学位は，学士，修士，博士及び専門職学位とする。 

２ 学士の学位及び専攻分野は，次のとおりとする。 

法 学 部    学士（法学） 

商 学 部    学士（商学） 

政 治 経 済 学 部 

政 治 学 科     学士（政治学） 

経 済 学 科     学士（経済学） 

地 域 行 政 学 科     学士（地域行政学） 

文 学 部    学士（文学） 

理 工 学 部 

電気電子生命学科     学士（工学） 

機 械 工 学 科     学士（工学） 

機械情報工学科     学士（工学） 

建 築 学 科     学士（工学） 

応 用 化 学 科     学士（工学） 

情 報 科 学 科     学士（理学） 

数 学 科     学士（理学） 

物 理 学 科     学士（理学） 

農 学 部    学士（農学） 

経 営 学 部    学士（経営学） 

情報ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学部    学士（情報コミュニケーション学） 

国 際 日 本 学 部    学士（国際日本学） 

総 合 数 理 学 部 

現 象 数 理 学 科     学士（理学） 

先端メディアサイエンス学科     学士（理学） 

ネットワークデザイン学科     学士（工学） 



３ 修士及び博士の学位並びに専攻分野は，次のとおりとする。 

法 学 研 究 科  修士（法学） 

     博士（法学） 

商 学 研 究 科  修士（商学） 

     博士（商学） 

政治経済学研究科 

政 治 学 専 攻  修士（政治学） 

    博士（政治学） 

経 済 学 専 攻  修士（経済学） 

    博士（経済学） 

経 営 学 研 究 科  修士（経営学） 

    博士（経営学） 

文 学 研 究 科 

日 本 文 学 専 攻  修士（文学） 

     博士（文学） 

英 文 学 専 攻  修士（文学） 

     博士（文学） 

仏 文 学 専 攻  修士（文学） 

     博士（文学） 

独 文 学 専 攻  修士（文学） 

     博士（文学） 

演 劇 学 専 攻  修士（文学） 

     博士（文学） 

文芸メディア専攻  修士（文学） 

史 学 専 攻  修士（史学） 

     博士（史学） 

地 理 学 専 攻  修士（地理学） 

    博士（地理学） 

臨床人間学専攻  修士（人間学） 

    博士（人間学） 

理 工 学 研 究 科 

  電 気 工 学 専 攻  修士（工学又は学術） 

 博士（工学又は学術） 

  機 械 工 学 専 攻  修士（工学又は学術） 

 博士（工学又は学術） 



  建築・都市学専攻  修士（工学，建築学又は学術） 

  博士（工学，建築学又は学術） 

  応 用 化 学 専 攻  修士（工学又は学術） 

 博士（工学又は学術） 

  情 報 科 学 専 攻  修士（工学，理学又は学術） 

           博士（工学，理学又は学術） 

  数 学 専 攻  修士（理学又は学術） 

博士（理学又は学術） 

  物 理 学 専 攻  修士（理学又は学術） 

博士（理学又は学術） 

農 学 研 究 科  修士（農学） 

博士（農学） 

情報コミュニケーション研究科  修士（情報コミュニケーション学） 

          博士（情報コミュニケーション学） 

教養デザイン研究科  修士（学術） 

博士（学術） 

先端数理科学研究科 

 現象数理学専攻  修士（数理科学又は統計科学） 

博士（数理科学又は統計科学） 

 先端メディアサイエンス専攻  修士（工学，理学又は数理科学） 

            博士（工学，理学又は数理科学） 

 ネットワークデザイン専攻  修士（工学又は理学） 

 博士（工学又は理学） 

国際日本学研究科  修士（国際日本学） 

  博士（国際日本学） 

グローバル・ガバナンス研究科  博士（グローバル・ガバナンス学）  

４ 専門職学位は，次のとおりとする。 

ガバナンス研究科  公共政策修士（専門職） 

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾋﾞｼﾞﾈｽ研究科  経営管理修士（専門職） 

会計専門職研究科  会計修士（専門職） 

法 務 研 究 科   法務博士（専門職） 

５ 学位には，前３項に定める専攻分野を付記するものとする。 

（学士の学位授与の要件） 

第２条の２ 学士の学位は，本大学の学部において所定の在学期間を満たし，

所定の授業科目を履修し，かつ，所定数の単位を修得し，卒業した者に授



与するものとする。 

（修士の学位授与の要件） 

第３条 修士の学位は，明治大学大学院（以下「本大学院」という。）の修

士課程又は博士前期課程において所定の在学期間を満たし，所定数の単位

を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，修士論文又は特定の課題に

ついての研究の成果の審査及び最終試験に合格した者に授与するものと

する。 

（博士の学位授与の要件） 

第４条 博士の学位は，本大学院の博士後期課程において所定の在学期間を

満たし，かつ，各研究科の定める必要な研究指導等を受けた上，博士論文

の審査及び最終試験に合格した者に授与するものとする。 

２ 博士の学位は，前項に定めるもののほか，本大学院の博士後期課程を経

ないで論文を提出し，博士の学位を請求した者で，論文の審査及び試験に

合格し，かつ，専攻学術に関し，前項の規定により学位を授与される者と

同等以上の学力を有すると確認（以下「学力の確認」という。）された者に

も授与することができる。 

（専門職学位の授与の要件） 

第４条の２ 専門職学位は，本大学専門職大学院の専門職学位課程において

所定の在学期間を満たし，所定数の単位を修得し，修了した者に授与する

ものとする。ただし，論文等の審査の合格を修了要件として定めている研

究科においては，所定の在学期間を満たし，所定数の単位を修得し，かつ，

論文等の審査に合格した者に授与するものとする。 

２ 前項ただし書の規定による論文等の審査及び合否の決定は，当該研究科

教授会の定める方法によるものとする。 

（在学者の論文提出） 

第５条 第３条又は第４条第１項の規定による学位を請求しようとする者

は，所定の学位請求書とともに，学位論文及び論文の要旨を，専攻主任を

通じて，当該研究科委員会に提出するものとする。 

２ 前項の論文は，当該課程の在学年限内に限り，提出することができる。 

（課程を経ない者等の論文提出） 

第６条 第４条第２項の規定による学位を請求しようとする者は，所定の学

位請求書に試問を受けようとする外国語の種類を記載し，学位論文，論文

の要旨，履歴書，業績書とともに審査手数料を添え，審査を受けようとす

る研究科を指定して，学長に提出しなければならない。 

２ 本大学院の博士後期課程に３年以上在学して退学した者が再入学しない



で博士の学位を請求する場合は，前項の規定を準用する。 

３ 第１項又は前項の規定により提出する論文には，参考として他の論文を

添付することができる。 

４ 審査のため必要があるときは，論文の訳文，模型又は標本等の材料を提

出させることができる。 

（論文の受理） 

第７条 前条の規定により提出された学位論文の受理は，当該研究科委員会

が決定する。 

２ いったん受理した学位論文及び審査手数料は，返還しない。 

（在学者の論文審査） 

第８条 学位論文の審査は，当該研究科委員会が選定する審査委員（以下「審

査委員」という。）が行う。 

２ 前項の審査委員には，指導教員のほか，当該論文に関連ある科目の担当

教員２名以上を加えなければならない。 

３ 前項の規定にかかわらず，審査のため必要があるときは，当該研究科委

員会の議を経て，講師又は他の大学院若しくは研究所等の教員等の協力を

求めることができる。 

（課程を経ない者等の論文審査） 

第９条 第６条第１項又は第２項の規定により学位を請求した者に係る学

位論文の審査及び学力の確認は，審査委員が行う。 

２ 前項の審査委員には，当該論文に関連ある科目の担当教員のうちから，

主査１名のほか，副査２名以上を加えなければならない。 

３ 前項の審査委員の選定については，前条第３項の規定を準用する。 

（最終試験） 

第１０条 第３条及び第４条第１項に定める学位に関する最終試験は，審査

委員が学位論文を中心としてこれに関連ある科目について，試問の方法に

よって行うものとする。 

（学力の確認） 

第１１条 第４条第２項に定める学力の確認は，審査委員が学位論文を中心

として広く関連科目にわたって，試問の方法によって行うものとする。 

２ 前項の試問は，口頭試問又は筆答試問とする。 

３ 外国語に関する試問は，原則として２種類について行うものとする。 

（学力確認の免除） 

第１２条 第６条第２項の規定により学位を請求する者が退学後５年以内

に学位論文を提出したときは，学力の確認のための試問は，免除すること



がある。 

（審査期間） 

第１３条 博士の学位論文の審査試験及び試問は，当該学位論文の提出の日

から１年以内に終了しなければならない。ただし，特別な事由があるとき

は，当該研究科委員会の議を経て，１年以内に限り，延長することができ

る。 

（修士論文の審査基準） 

第１４条 修士の学位論文は，広い視野に立った精深な学識と専攻分野にお

ける研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を示す

と認められるものでなければならない。 

（博士論文の審査基準） 

第１５条 博士の学位論文は，専攻分野について研究者として自立して研究

活動を行い，又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の

研究能力及びその基礎となる豊かな学識を示すと認められるものでなけれ

ばならない。 

（審査の報告） 

第１６条 審査委員は，論文の審査，最終試験又は学力の確認を終了したと

きは，審査及び論文の評価に関する意見を記載した審査報告書を，遅滞な

く，当該研究科委員会に提出しなければならない。 

２ 審査委員は，論文審査の結果，その内容が著しく不適格と認められたと

きは，最終試験又は学力の確認を行わないことができる。この場合には，

審査委員は，前項の規定にかかわらず，審査報告書に，評価に関する意見

を記載することを要しない。 

（学位論文の審議） 

第１７条 当該研究科委員会は，前条の報告に基づいて審議し，当該学位論

文の合否を議決する。 

２ 前項の議決をするには，当該研究科委員会構成員の過半数の出席がなけ

ればならない。ただし，校務，休職及び６か月以上にわたる長期欠勤中の

者は，この定足数に加えない。 

３ 学位論文の合否の決定は，無記名投票の方法により，出席者の３分の２

以上の賛成がなければならない。 

４ 修士の学位論文の合格の決定は，前２項の規定にかかわらず，当該研究

科委員会の定める方法によることができる。 

（研究科長の報告） 

第１８条 当該研究科委員会が博士の学位論文の合格を決定したときは，当



該研究科長は，論文とともに論文審査報告書を，遅滞なく，大学院長に提

出しなければならない。 

（学長への報告） 

第１９条 大学院長は，前条の報告に基づき，大学院委員会の議を経て，博

士の学位授与決定者について，遅滞なく，学長に報告しなければならない。 

（学位の授与） 

第２０条 学長は，次の各号に掲げる学位記を当該各号に掲げる者に交付す

る。 

(1) 学 士 の 学 位 記  第２条の２に定める学士の学位授与の要件

を満たした者 

(2) 修 士 の 学 位 記  第３条に定める修士の学位授与の要件を満

たした者 

(3) 博 士 の 学 位 記  第４条に定める博士の学位授与の要件を満

たした者 

(4) 専門職学位の学位記  第４条の２に定める専門職学位授与の要件

を満たした者 

２ 本大学において博士の学位を授与したときは，学長は，文部科学大臣に

報告し，学位簿に登録する。 

（審査要旨の公表） 

第２１条 本大学は，博士の学位を授与したときは，当該博士の学位を授与

した日から３か月以内に，当該学位論文の内容の要旨及び論文審査の結果

の要旨をインターネットの利用により公表する。 

（学位論文の公表） 

第２２条 本大学において博士の学位を授与された者は，当該博士の学位を

授与された日から１年以内に，明治大学審査学位論文と明記して，当該学

位論文の全文を公表するものとする。ただし，当該博士の学位を授与され

る前に，既に公表したときは，この限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず，博士の学位を授与された者は，やむを得ない

事由がある場合には，本大学の承認を受けて，当該学位論文の全文に代え

て，その内容を要約したものを公表することができる。この場合において，

本大学は，その論文の全文を，求めに応じ，閲覧に供するものとする。 

３ 前２項の規定による公表は，本大学の定めるところに従って，インター

ネットの利用により行うものとする。 

（論文審査手数料） 

第２３条 第６条第１項又は第２項の規定により学位論文を提出する場合



の論文審査手数料は，２０万円とする。ただし，本学の専任教職員につい

ては，その半額とする。 

（学位の名称） 

第２４条 本大学が授与する学位の名称を用いるときは，「（明治大学）」と

付記するものとする。 

（学位の取消し） 

第２５条 本大学において学位を授与された者が次の各号のいずれかに該

当するときは，修士又は博士の学位については，当該研究科委員会の議決

に基づき，大学院委員会の議を経て，専門職学位については，当該教授会

の議決をもって，授与した学位を取り消すものとする。 

(1) 不正の方法により学位を受けた事実が判明したとき。 

(2) 名誉を汚す行為があったとき。 

２ 前項の議決については，第１７条第２項及び第３項の規定を準用する。 

（学位記の再交付） 

第２６条 学位記は，やむを得ない特別の事由があると認められる場合のほ

か，再交付しない。 

（学位記及び学位請求書の様式） 

第２７条 学位記の様式は，別記のとおりとし，修士及び博士の学位請求書

の様式は，別に定める。 

附 則 

１ 明治大学学位規程は，昭和３３年４月１日から施行する。 

２ 旧学位令による，昭和８年４月１日施行の明治大学学位規程は，昭和３

７年３月３１日まで，その効力を有するものとする。 

（通達第１１号） 

３ この改正は，昭和３４年４月１日から施行する。 

（通達第１７号）（注 学位区分中農・経営研究科を加入，論文審査・取扱関係規定の整備

（７条分加入），論文審査手数料の明記その他） 

４ この改正は，昭和４４年４月１日から施行する。 

（通達第７２号）（注 論文審査手数料，学位記再交付手数料の改定，現行に合わない字句

の修正） 

附 則 

この改正は，昭和５０年６月１日から施行する。 

（通達第２０９号）（注 論文審査手数料，学位記再交付手数料の改正） 

附 則 

この改正は，昭和５１年４月１日から施行する。ただし，この改正施行の



際現に学位請求中の者は，改正後の規定にかかわらず，なお従前の例による。 

（通達第２４６号）（注 大学院設置基準の施行に伴う全部改正） 

附 則 

この改正は，昭和５４年４月１日から施行する。 

（注 学位記の様式の改正） 

附 則 

この改正は，昭和５５年４月１日から施行する。 

（注 学位請求書の様式の改正） 

附 則 

この改正は，昭和５６年７月１３日から施行する。 

（通達第３６３号）（注 学位の種類に農学博士を加える改正） 

附 則 

この改正は，昭和６０年４月１日から施行する。 

（通達第４６２号）（注 文部省の指導に基づき，本則中に論文審査手数料の額を明示する

改正） 

附 則（１９９０年規程第１号） 

（施行期日） 

１ この規程は，１９９０年（平成２年）４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程施行の際現に農学研究科修士課程農学専攻及び農業経済学専攻

に在学する学生については，当該学生が在学する間，なお従前の例による。 

（通達第６４９号）（注 大学院農学研究科農学専攻及び農業経済学専攻に博士課程を増設

したことに伴う当該条項の改正並びに別表１学位記の様式の改正） 

附 則（１９９１年規程第８号） 

この規程は，１９９２年（平成４年）４月１日から施行し，改正後の第１

条，第２条，第２条の２，第２０条第１項，第２４条，第２７条及び様式第

１号から様式第７号までの規定は，１９９１年（平成３年）７月１日から適

用する。 

（通達第６８２号）（注 学校教育法，大学・大学院設置基準及び学位規則等の改正施行に

より，「学士」の称号が学位として位置付けられたこと等に伴う条文の新設・改正及び字句

の整理並びに別表を様式とする改正） 

附 則（１９９２年規程第１７号） 

この規程は，１９９３年（平成５年）４月１日から施行する。 

（通達第７２３号）（注 大学院理工学研究科の設置に伴う本則及び様式の改正） 

附 則（１９９４年度規程第１１号） 



（施行期日） 

１ この規程は，１９９５年（平成７年）４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行の際，現に理工学研究科基礎理工学専攻の修士課程に在

学する学生については，当該学生が在学する間，なお従前の例による。 

（通達第７９５号）（注 大学院理工学研究科基礎理工学専攻博士課程の設置に伴う本則の

改正及び様式の削除） 

附 則（１９９８年度規程第２４号） 

この規程は，１９９９年（平成１１年）４月１日から施行する。 

（通達第９９９号）（注 工学部の廃止及び理工学部学科名称変更に伴う当該条項の改正） 

附 則（１９９９年度規程第１９号） 

この規程は，２０００年（平成１２年）４月１日から施行する。 

（通達第１０４８号）（注 大学院学則の改正（修士学位を授与する要件の変更等）に伴う

当該条項の改正） 

附 則（２０００年度規程第１６号） 

この規程は，２００１年（平成１３年）１月６日から施行する。 

（通達１０８９号）（注 中央省庁の再編に伴い，文部省を文部科学省に改めるための改正） 

附 則（２００１年度規程第１３号） 

この規程は，２００２年（平成１４年）４月１日から施行する。 

（通達１１４２号）（注 新学科設置に伴う政治経済学部地域行政学科に係る学位の追加及

び理工学研究科に学術博士の学位を追加するための改正） 

附 則（２００２年度規程第１８号） 

この規程は，２００３年（平成１５年）４月１日から施行する。 

（通達１２００号）（注 工学研究科の廃止，学位論文の合否に係る研究科委員会の成立要

件の変更及び様式の変更に伴う改正） 

附 則（２００３年度規程第２７号） 

この規程は，２００４年（平成１６年）４月１日から施行する。 

（通達第１２６８号）（注 情報コミュニケーション学部並びにガバナンス研究科（修士課

程），グローバル・ビジネス研究科（専門職学位課程）及び法科大学院法務研究科（専門職

学位課程）の設置に伴う改正） 

附 則（２００４年度規程第１８号） 

この規程は，２００５年（平成１７年）４月１日から施行する。 

（通達第１３３８号）（注 会計専門職研究科会計専門職専攻（専門職学位課程）及び文学

研究科臨床人間学専攻（修士課程）の設置に伴う改正） 

附 則（２００４年度規程第３１号） 



この規程は，２００５年（平成１７年）４月１日から施行する。 

（通達第１３６９号）（注 理工学研究科博士前期課程の学位の専攻分野に「学術」を加え

るための改正） 

附 則（２００５年度規程第２６号） 

この規程は，２００６年（平成１８年）４月１日から施行する。 

（通達第１４４１号）（注 理工学部工業化学科及び理工学研究科工業化学専攻の名称変更

に伴う改正） 

附 則（２００６年度規程第２７号） 

（施行期日） 

１ この規程は，２００７年（平成１９年）４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規程の施行の際，現に理工学部電気電子工学科及び電子通信工学科

並びにガバナンス研究科ガバナンス専攻の修士課程に在学する学生につい

ては，当該学生が在学する間，なお従前の例による。 

（通達第１５２１号）（注 理工学部電気電子生命学科の設置，電気電子工学科及び電子通

信工学科の廃止，文学研究科臨床人間学専攻の修士課程から博士課程への変更並びにガバ

ナンス研究科の専門職学位課程の設置及び修士課程の廃止等に伴う改正） 

附 則（２００７年度規程第７５号） 

この規程は，２００８年（平成２０年）４月１日から施行する。 

（通達第１６７５号）（注 国際日本学部，理工学研究科新領域創造専攻（修士課程），情

報コミュニケーション研究科（修士課程）及び教養デザイン研究科（修士課程）の設置並

びに大学院制度改革の実施による大学院の分類変更に伴う改正） 

附 則（２００９年度規程第２８号） 

この規程は，２０１０年（平成２２年）４月１日から施行する。 

（通達第１８６６号）（注 理工学研究科新領域創造専攻並びに情報コミュニケーション研

究科及び教養デザイン研究科の博士課程の設置に伴う改正）  

附 則（２０１０年度規程第５号） 

この規程は，２０１０年（平成２２年）５月２６日から施行し，改正後の

規定は，同年４月１日から適用する。 

（通達第１９１０号）（注 研究科委員長の名称変更に伴う改正） 

附 則（２０１０年度規程第３１号） 

この規程は，２０１１年（平成２３年）２月３日から施行する。ただし，

第２条第３項の改正規定は，同年４月１日から施行する。 

（通達第１９６１号）（注 文学研究科文芸メディア専攻修士課程及び先端数理科学研究科

博士課程の設置並びに修士，博士及び専門職学位に係る学位記の様式変更に伴う改正）  



附 則（２０１１年度規程第１５号） 

この規程は，２０１２年（平成２４年）４月１日から施行する。 

（通達第２０４５号）（注 国際日本学研究科（修士課程）の設置に伴う改正） 

附 則（２０１２年度規程第４５号） 

この規程は，２０１３年（平成２５年）４月１日から施行する。 

（通達第２１５６号）（注 総合数理学部の設置に伴う改正） 

附 則（２０１３年度規程第３号） 

 この規程は，２０１３年（平成２５年）７月１８日から施行する。 

（通達第２１９２号）（注 博士論文等の公表方法を変更する学位規則の一部を改正する省

令の施行に伴う改正） 

附 則（２０１３年度規程第１６号） 

 この規程は，２０１４年（平成２６年）４月１日から施行する。 

（通達第２２２３号）（注 国際日本学研究科国際日本学専攻の修士課程から博士課程への

変更，グローバル・ガバナンス研究科グローバル・ガバナンス専攻博士後期課程の設置，

学位請求書の様式の変更等に伴う改正） 

   附 則（２０１６年度規程第１９号） 

 （施行期日） 

１ この規程は，２０１７年（平成２９年）４月１日から施行する。  

 （経過措置） 

２ この規程の施行の際，現に理工学研究科建築学専攻，基礎理工学専攻及

び新領域創造専攻に在学する学生については，当該学生が在学する間，な

お従前の例による。 

（通達第２４３２号）（注 理工学研究科の建築学専攻，基礎理工学専攻及び新領域創造専

攻を廃止し，建築・都市学専攻，情報科学専攻，数学専攻及び物理学専攻を設置すること

並びに先端数理科学研究科に先端メディアサイエンス専攻及びネットワークデザイン専攻

を設置することに伴う改正） 

附 則（２０１７年度規程第３６号） 

 この規程は，２０１８年（平成３０年）４月１日から施行する。 

（通達第２５３８号）（注 法科大学院法務研究科を専門職大学院に位置付けることに伴う

改正） 

   附 則（２０１９年度規程第３１号） 

 （施行期日） 

１ この規程は，２０２１年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規程の施行の際，現に先端数理科学研究科現象数理学専攻に在学す



る学生については，当該学生が在学する間，なお従前の例による。 

（通達第２６９５号）（注 先端数理科学研究科の学位に統計科学を加えることに伴う改正） 

附 則（２０２０年度規程第２０号） 

この規程は，２０２１年４月１日から施行する。 

（通達第２７４８号）（注 学位請求書の様式を別に定めることに伴う改正） 
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様式第２号 

 第２０条第１項第２号により交付する学位記 
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様式第３号 

 第２０条第１項第２号により交付する学位記 
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様式第４号 

 第２０条第１項第３号により交付する学位記 
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様式第５号 

 第２０条第１項第３号により交付する学位記 
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様式第６号 

 第２０条第１項第４号により交付する学位記 
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様式第７号 

 第２０条第１項第４号により交付する学位記（法務研究科） 
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